
　・福岡県の商工会地域の中小企業・小規模事業者（法人・個人）、創業予定者
　　ただし、事業によっては商工会議所地域の方が利用可能なものもあります。

（１）専門分野・重点施策に関する経営支援
広域連携拠点コーディネーターや登録専門家の派遣、弁護士定例法律相談会などを通じて、各
種専門分野の経営相談をお受けしています。
また、事業承継、消費税制度改正、働き方改革、生産性向上など、国や県が推進する重点施策
に関する相談窓口などを設置しています。

（２）新たな販路開拓の取り組みに関する支援
福岡都市圏での商談会の開催や小売店舗でのテストマーケティングの実施、首都圏での大型展
示商談会や物産展への出展など、商工会単独では取り組みが難しい広域的な販路開拓事業を実
施しています。
特に博多マルイ２Ｆに「DOCORE（どぉこれ）ふくおか商工会ショップ」を運営しており、県
内事業者のこだわりの商品を販売しています。この事業では商品の販売だけでなく、お客様の
声を活かした商品改良やブランドづくり、販売方法の改善など、販路開拓に取り組む事業者の
育成に力を入れています。

（３）各種メディアを活用した広報活動
商工会連合会では、広報誌「福岡県商工会ニュース」やメールマガジン「ふくおか商工会☆通信」
の発行や、LINE 公式アカウントの情報発信により、各種施策情報やセミナー・商談会等の案内、
企業紹介等を行います。また、テレビやラジオ等のマスメディアと連携した特産品や地域情報
の発信・事業所紹介を行っています。

（４）商工会クラウドMA1の普及促進
「商工会クラウド MA1」は、AI 機能を搭載し簡単に帳簿入力や集計ができる中小企業向けのク
ラウド型会計システムです。商工会の担当支援員と同じ画面を見ながら、記帳や操作等のきめ
細やかなサポートを受けられます。お近くの商工会にお申込み下さい。

（５）地域経済動向などの調査事業、施策要望活動
県内中小企業の景況調査や各地区商工会経営指導員による小規模企業景気動向調査など、経済
動向等に関する各種調査を実施するとともに、その分析結果をもとに国や県に対する中小企業・
小規模事業者施策に関する要望活動も行っています。

　詳細については、事業を営んでいる地区の商工会へご相談下さい。

対象者

内　容

活用方法

福岡県商工会連合会　経営支援課
TEL：092-622-7708　FAX：092-622-7798　E-mail：keiei@shokokai.ne.jp
HP：https://shokokai.ne.jp

商工会連合会の主な事業
商工会議所・商工会のうち、商工会組織にあっては、職員の人事も含め県内52商工会及び商工会連合会に
おいて統一的な運営がなされています。この中で、本部組織である商工会連合会においては、特に専門分野
の相談対応や国・県の重点施策の窓口相談事業、広域的な事業を実施しています。

お問い合わせ先

福岡県内の事業協同組合、協同組合連合会、企業組合、商工組合、協業組合、商店街振興組合、中小
企業・小規模事業者（法人、個人）等

（１）中小企業組合制度
経営資源の限られた中小企業は、近代化・合理化への遅れや取引面において不利な立場に立た
されることなど、経営上多くの制約があり、個々の企業努力だけでさまざまな課題を解決する
ことは困難です。
そこで、厳しい経営環境の変化に対応して、中小企業が経営基盤を強化していくためには、中
小企業組合制度を活用することで企業同士が連携し、それぞれが保有するノウハウ、経営資源
を補完し合うことが効果的です。
中小企業組合では、「原材料等の仕入コストを削減するためにまとめて仕入れる」「市場を開拓
するため共同で新たな販路の開拓を行う」「共同で新技術の開発を行う」「イベントを開催して
地域の人々との連携を深める」「研修会を開催して組合員企業の人材の育成を図る」等、さまざ
まな事業活動が行われており、こうした取組みを通じて経営基盤の強化を図っています。
本会では、中小企業組合の設立及び管理運営支援を行っております。
■ 中小企業組合による主な効果
　中小企業組合の事業活動により、以下のような多くの効果を期待することができます。
　①組合員の経営安定・基盤強化への寄与
　・生産性の向上
　・技術力の向上
　・情報の活用
　・人材の確保、育成
　・取引条件の改善　　　　等々
　②新たな分野への挑戦
　・新製品、新技術開発
　・新市場、新販路開拓
　・地域資源の活用　　　　等々
　③業界全体の改善発達
　・業界全体の技術水準の向上
　・業界の地位向上
　・取引条件の改善　　　　等々
　・業界内外の実態把握と対策の策定
　④要望・意見等の実現
　・建議、陳情による政策面からの環境改善
　・新たな支援施策の実現　等々

同業種での組合設立による経営合理化、異業種連携による新製品開発・新事業展開など中小企業組合制度
を通じた支援、中小企業者にとって有益な情報を提供するための研修会開催支援、企業間の連携支援を中
心に、中小企業連携支援機関として各種事業を実施しております。

対象者

内　容

中小企業団体中央会の事業
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（４）国・県の施策を活用した企業・連携体支援事業
①BCP（事業継続計画）策定支援
・BCP（事業継続計画）の周知・普及を目的としたセミナーを開催します。
・専門家を中小企業や中小企業組合等に派遣し、BCP策定を支援します。

②連携事業継続力強化計画の策定支援
複数事業者が連携をして策定する事業継続力強化計画です。単独企業では対応できないリスク
に対応するものであり、複数の企業が集まり、災害時の相互協力体制を計画するものです。連
携事業継続力強化計画には、主に三つの類型（組合等を通じた水平的な連携、サプライチェー
ンにおける垂直的な連携、地域における面的な連携）があります。
本会では、計画認定のために個別説明会や専門家の派遣等を行い、その策定を支援します。

（５）その他
全国中小企業団体中央会が実施する組合等への助成事業として、中小企業組合等課題対応支援事
業があります。
①中小企業組合等活路開拓事業（展示会等出展・開催事業を含む）
②組合等情報ネットワークシステム等開発事業
③連合会（全国組合）等研修事業
いずれも中小企業単独では解決困難なテーマ（生産性向上、取引力の強化、海外展開、既存事業
分野の活力向上、情報化促進、技術・技能の継承等）について、取り組む事業となります。

上記の各種事業につきましては、主に中小企業組合を対象としております。詳しくは下記までお問い
合せ下さい。

福岡県中小企業団体中央会
本　　所　TEL：092-622-8780　　北九州支所　TEL：093-531-0181
筑後支所　TEL：0942-38-1563　　筑 豊 支 所　TEL：0948-22-1159
URL：https://www.chuokai-fukuoka.or.jp/

（３）その他支援事業
①コンサルティング事業
　・中小企業組合における諸問題について専門家の助言を受けることができます。
②地域貢献事業
・中小企業組合が営利を目的としない地域に対する貢献事業（ボランティア活動等）として実
　施したイベントに対する助成を受けることができます。
③組合チャレンジ支援事業
・中小企業組合が組合員のために行う共同事業の改善・強化・活性化を図るため、新たに行う
　取組みに対する支援を受けることができます。
④情報資料収集事業
・本会ホームページやメールマガジン配信（月2回)、機関誌（月1回）により広く最新の情報
　を収集・加工し提供をいたします。
・メールマガジンは本会ホームページより登録できます。

（２）支援事業（研修会開催事業）
各種法律や税制改正等の、中小企業者にとって必要な知識や情報を発信するため下記の研修会を
はじめ様々なテーマで研修会を開催します。
※テーマ
①経営ガバナンス向上やコンプライアンスに関する研修会　　ほか
②中小企業組合の法律・経理・税務等に関する研修会
③中小企業の経営力向上のための研修会

活用方法

お問い合わせ先
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